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1.

2.

3.

6.  対象学生 ○県内の学生

　　　　　　　会員校に在籍する学生

　　　　　　（大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専修学校生）

　　　　　　　○県外の学生

　　　　　　　山口県外の大学等に在籍する大学生、大学院生、短期大学生、

　　　　　　　高等専門学校生、専修学校生

4.  実施期間 夏休み就業体験は、原則として５日間以上とします。（３日間

に満たないものを取り扱いません。）春休み就業体験は、日数

の要件はありません。

　就業体験は、学生が在学中に企業などで一定期間、実際に就業を体験

する教育システムです。学生は就業体験を行うことによって社会や企業

の実情を知り、仕事に対する興味、関心、学習意欲を高め、ビジネスマ

ナーや職業意識を身につける第一歩となり、ひいては離職率の低下につ

ながります。

　山口県インターンシップ推進協議会では、より多くの学校、企業、行

政等の参加を頂き、就業体験教育を通じて、次代を担う人材の育成、産

業の活性化を進めていきます。 

就業体験

5.  実施時間 一日８時間程度の通常勤務を想定しますが、実習の内容によっ

てはこれより短くてもかまいません。これより長い実習時間を

要する場合、また、実習が夜間・早朝におよぶ場合は、協議会

事務局にご相談ください。
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8.

応募締切り後 時間を要する場合があります。、

7.

①学校は、学生が受入事業所一覧を参考に入力した就業体験申込みを
「管理画面」(ID・PWが必要です)上で確認のうえ“承認”をお願いします。
　申込み受付締切後、本協議会から企業等に受入依頼をいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※希望の事業所での就業体験が実現できない場合があります。

　また、希望された日数での就業体験とはならない場合もあります。

就業体験実施の流れ

就業体験

就業体験就業体験の評価

就 業 体 験 実 施
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②受入先にできるだけ時間と費用をかけないようなものとします。    

 

③就業体験受入のために特別の教育カリキュラムを組む必要はありません。

日常業務の就業体験が目的です。但し、最初の日と最後の日には、会社概要

の説明や安全教育、まとめなどのミーティングを持つことが望ましいと考

えられます。    

 

④就業体験受入の時間は、基本的には受入先の就業時間ですが受入先・学生双

方の要望を取り入れ柔軟に調整して下さい。 

 

⑤学生は、就業体験の実施期間終了後、２週間以内に本協議会の指定様式にて

体験レポートを提出して下さい。 

※提出していただいた体験レポートは、冊子やＣＤにまとめて関係者に

配布します。また、就業体験の普及啓発のため利用させていただくこ

とがありますので、ご了承ください。  

（原則として、冊子・ＣＤ等に掲載する場合は匿名とします。） 

 

⑥就業体験は、受入企業等での就職を前提とするものではなくまた就業体験

実施後の学生の採用を義務付けるものではありません。 

 

⑦その他、就業体験実施期間中における実施計画の変更等に際しては本協議

会が連絡を受け調整します。 

 

  ９. 報 酬 等 

      報酬はありません。食事代は学生の自己負担とします。交通費・宿泊費に

ついては、補助制度があります。 

   詳細については、P１１～P1９をご参照ください。 

 

  10. 事故・損害、機密保持等  

    ①実習中は、事故がないよう受入先および学生本人は最大限の注意をする 

こととします。万一の事故に備えて、学校および学生は、事前に学校に 

よる加入、又は学生が学校の斡旋により、学生教育研究災害傷害保険 

（略称：「学研災」）および学研災付帯賠償責任保険（略称：「付帯賠責」）など

インターンシップ保険等に加入し、事故に備えることとします。 

     

②機密保持等については、学生から誓約書の提出を義務づけております。 
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11.

（1）

氏名、所属学部・学科、学年、連絡先（住所・電話番号など）、特別に配慮す

べき事項

就業体験

就業体験 できる。

就業体験のテーマと内容

就業体験実施にあたっての責務

就業体験の打切り

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

実習

実習

（学校から求められた場合）
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12.

（7）覚書・協定書等

山口県インターンシップ推進協議会に参画する学校および企業等は、協議会が

定める「就業体験実施に関する企業と学校との覚書」を理解し、遵守するもの

とします。なお、以上の条件を確認の上、受入事業所が提出を求めない場合には、

覚書・協定書等の提出を省略することができます。

企業等による独自様式による締結が必要な場合は、募集時にその旨を明記して

ください。学校が独自様式を用いる場合は、直接企業等にお申し入れください。

（8）誓約書

山口県インターンシップ推進協議会に参画する学校および企業等は、協議会が

定める「誓約書」の内容を理解し、遵守するものとします。学生が受入初日に

持参することを基本とします。事前送付が必要な場合は、その旨を企業等から

学校にお申し入れください。

就業体験

　様式①、②は、学生等と学校および企業等が就業体験受入に対する確認
を円滑にするために必要な書類の様式（山口県インターンシップ推進協

議会標準様式）です。学校において独自様式がある場合は、それを活用

して差支えありません。また、これらの書類は、基本的には学校側が準

備することとします。

　様式③については、この要領に掲載する様式を使用してください。

　なお、本様式の電子データは、本協議会のホームページからダウンロー

ドすることができますのでご活用ください。

②

③
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実習

実習

実習実習

実習

実習

実習

令和　　

令和

様式①

　令和　　年度、乙が山口県インターンシップ推進協議会を通じて甲の事業所

に学生を派遣する就業体験実習を対象とする。

就業体験に参加する学生は、実習に先立ち甲に対し「誓約書」を提出する。

　　　　　　年度に実施する就業体験の取り扱いについて、次の通り覚書を締

結する。

対象となる

就業体験
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実習

実習

実習実習

実習

実習

令和

令和

　令和　　年度、乙が山口県インターンシップ推進協議会を通じて甲の事業所

に学生を派遣する就業体験実習を対象とする。

様式①

就業体験

実習対象となる

就業体験に参加する学生は、実習に先立ち甲に対し「誓約書」を提出する。

　　　　　　年度に実施する就業体験の取り扱いについて、次の通り覚書を締
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実習

実習

実習

実習

実習

令和

様式②
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実習

実習

実習

実習

実習

令和

様式②

9



令和

文字数：45文字・行数：40行

様式③
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山口県就業体験交通費・宿泊費補助要領 

 

（趣旨） 

第１条 山口県インターンシップ推進協議会（以下、「協議会」という。）が山口県内事業所での 

 インターンシップを含む就業体験（以下、「就業体験」）という。）を促進するため、学生が就業体

験に参加する際に必要な交通費・宿泊費及びパッケージ型就業体験のために移動交通手段

を提供する者に対して、補助金を交付するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）山口県内事業所 前条に定める就業体験において学生を受け入れる事業所をいう。 

（２）パッケージ型就業体験 一定期間内において複数の山口県内事業所が共同して実施する 

就業体験をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の補助対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 第１条に定める就業体験に参加する者 

（２） 第２条第２号に規定するパッケージ型就業体験を実施するにあたり、参加者に移動交通手段

を提供する者（官公庁を除く。） 

 

（補助対象者、経費及び補助率等） 

第４条 この補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助上限額は、次のとおりとする。 

（前条（１）に該当する者） 

補助対象経費 補助率 補助上限額 

１ 居住地と就業体験実施地の最寄の駅又は最寄の 

バス停を往復するために必要な公共交通機関（タクシ

ーを除く）を使用した交通費実費 

10／10 下表のとおり 

２ 宿泊費実費（１泊あたり 12,000円を上限とする。） 10／10 
６０，０００円 

（原則５泊分まで） 

 交通費の地域ごとの補助上限額 

金額 地域（大学等の所在地） 

６万円 北海道、東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟） 

５万円 首都圏（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨） 

４万円 北陸（富山、石川、福井）、中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）、沖縄 

３万円 

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 
四国（徳島、香川、愛媛、高知） 
中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 
九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 
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(前条（２）に該当する者) 

  補助対象経費 補助率 補助上限額 

パッケージ型就業体験の起点となる集合場所（散会 

場所）と各事業所間の移動交通費実費 

１/２ ５０，０００円 

２ 前項の補助上限額については、第１条に定める就業体験毎に適用する。 

３ 補助の対象となる経費に対し、国、都道府県、市町村その他の公的支援機関等から同趣旨の

補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、交付の対象としないものとする。 

※自家用車の利用に係る経費は対象外とする。 

 

（補助金の交付請求） 

第５条 補助金の申請にあたっては、第３条前段の者は第１号に掲げる書類を添えて、山口県内

事業所での就業体験終了後、同条後段の者は第２号に掲げる書類を添えて、パッケージ型就

業体験終了後すみやかに協議会に提出しなければならない。 

（１） 山口県就業体験交通費・宿泊費補助金申請書 

（様式第 1-1 号、1-2 号、1-3 号） 

（２） 就業体験実施証明書（様式２号） 

（３） 公共交通機関及び宿泊先等への支払いを証する書類 

※（２）の就業体験実施証明書については、様式第２号に限らず、同等と認めることが可能な証 

明書等であれば代替可能とする。 

（４） 山口県パッケージ型就業体験移動交通費補助金申請書（様式第３号） 

 

（補助金の交付方法） 

第６条 この補助金は清算払の方法により交付する。 

 

（書類の提出先等） 

第７条 補助金の申請書は就業体験終了後３０日以内又は当該年度の３月２５日までのいずれ 

か早い期日までに協議会へ提出（必着）するものとする。 

 

（補助金の返還） 

 第８条 この補助金の申請において、協議会が必要があると認めたときは、申請者に所要の報 

告又は資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。 

（２）補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認められたときは、協議会はこの補助

金の交付後において、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。 

ア 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。 

イ 国・都道府県・市町村その他の公的支援機関等から同趣旨の補助金の交付を受けたことが

判明したとき。 

ウ 就業体験終了後の体験レポートを提出しないとき。 
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附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式第１－１号（第５条関係） 

 

山口県就業体験交通費・宿泊費補助金申請書 
 

  年  月  日 

 
山口県インターンシップ推進協議会 様 
 

【申請者】学校名・学部・学科            

 住 所               

    氏 名               

 

山口県就業体験交通費・宿泊費補助要領第５条の規定により、補助金の交付を受けたい

ので、下記のとおり交付申請します。  

 

記 
 

就業体験実施日 年 月 日 ～    年 月 日 

就業体験実施事業所 

名称 
 

所在地 
 

大学等への通学時の住所  
 

就業体験実施中の居所又は宿泊先 
 

 

 

１ 誓約事項 

(1) 本申請書及び添付資料に虚偽の記載はありません。 

また、申請内容に虚偽が判明した場合は、補助金の返還等に応じます。 

(2) 協議会から、追加書類の提出など検査・報告・是正のための措置の求めがあった 

場合は、これに応じます。 

(3) 本補助金の対象となる経費について、国、都道府県、市町村その他の公的支援機関

等から同趣旨の補助金の交付を受けていません。 

(4) 訪問先企業からの交通費・宿泊費の受給の有無（※いずれかに〇） 

  ※支給がある場合は、その金額を下記 「２交付申請額」の②または④の欄に記入すること。 

 ［交通費］ ・あり(    円)   ・なし 

 ［宿泊費］ ・あり(    円)   ・なし 

(5) 学校を通じて体験レポートを提出します。 

※提出の確認ができなかった場合は 、補助金の返還を求めることがあります。 

 

   年   月   日  申請者氏名（自署）              
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２ 交付申請額 

交通費合計額 

（補助上限額は地域ごとに異なる）※下表参照 
①  

（様式第 1-2号 A欄の金額） 

円 

企業からの交通費支給額 ②  

（1誓約事項(4)の[交通費]の金額）        

円 

宿泊費合計額（補助上限額６万円） ③  

（様式第 1-2号 E欄の金額）           

円 

企業からの宿泊費支給額 ④  

 （1誓約事項(4)の[宿泊費]の金額） 

円 

交付申請額計（①－②）＋（③－④） 円 

 

交通費の地域ごとの補助上限額 

金額 地域（大学等の所在地） 

６万円 北海道、東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟） 

５万円 首都圏（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨） 

４万円 北陸（富山、石川、福井）、中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）、沖縄 

３万円 

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 

四国（徳島、香川、愛媛、高知） 

中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 
九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 

 

                         

３ 振込先 

（１）口座名義人 

フリガナ  

口座名義人  

※申請者の名義と振込先の名義が異なる場合は、委任状（様式第１－３号）を併せ 

て提出願います。 

（２）通帳・口座番号等 

  ①ゆうちょ銀行の場合 

通帳記号 １    ０ 通帳番号         

 ②ゆうちょ銀行以外の場合 

金融機関名  銀 行・金 庫・信用組合 

支 店 名 等  本 店・支 店・出 張 所 

口 座 番 号 普通・当座  

   ※補助金の確定額は、交付申請額と異なる場合があります。 
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様式第１－２号（第５条関係） 

交付申請額の対象基礎 

  年  月  日 

【申請者】学校名・学部・学科            

 住  所              

    氏  名              

１ 交通費の対象基礎 

利用日 使用した公共交通機関名 乗車地 降車地 金額（円） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

交通費合計額           ※様式第 1-1号 2交付申請額の①欄へ A  

 

２ 宿泊費の対象基礎 

利用日 利用宿泊施設 

１泊料金 

（実費）  

補助 

対象額 

対象 

日数 
合計金額（C×D） 

B C D E 

     
 

※様式第 1-1号 2交付申請額の③欄へ 

※B欄には、実際に支払った金額を記入。 

※C欄には、B欄が 12,000円を超える場合は 12,000円と記入、それ以外は Bの金額を記入。 

    

  ※原則、利用された公共交通機関及び宿泊施設の領収書を添付して提出してください。 

  ※記入欄が不足する場合は、行を追加するなどして記入してください。 
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様式第１－３号 

委  任  状 

 

                      （受任者） 

                         住所（〒  －   ） 

 

                        フリガナ 

                         氏名                                        

 

   上記の者を代理人と定め、   年度に支払われる山口県就業体験交通費・宿泊費補助金の

受領に関する権限を委任します。 

 

    年  月  日 

 

                      （委任者） 

                         住所（〒  －   ） 

 

 

                         氏名                                        印 

                               

 

 

口座振替申出書                 

 

  年  月  日 

山口県インターンシップ推進協議会   様 

 

                       申出者（受任者） 

                         住所（〒  －   ） 

 

 

                         氏名                                          印 

 

  上記、山口県就業体験交通費・宿泊費補助金については、下記金融機関の私の口座に 

振り込んでください。 

 

    ＊                   銀行・信用金庫・農協                     支店（支所） 

 

    ＊ 預金種類番号      普通 ・ 当座    № 

 

       （フリガナ） 

    ＊  口座名義人 

 

 

   注）受任者と口座振替申出者は必ず同一人となります。 
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様式第２号（第５条関係） 

 

 就業体験実施証明書 

 

年  月 日 

 

山口県インターンシップ推進協議会 様 

 

【就業体験実施山口県内事業所】 

事 業 所 名 

住  所  地 

実施担当者氏名           印 

 

 

 以下のとおり、就業体験を実施したことを証明いたします。 

 

区分 内容 

参加学生氏名  

実 習 期 間  

実習の概要  
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領収書等貼付用紙 

 

※宿泊・新幹線・航空機利用は、領収書を必ず添付して下さい。 

領収書の取得できない公共交通機関は、様式１－２号の交付申請額の対象基礎に乗降し

た駅名、交通会社名を必ず記入して下さい。 

 

 

 

 

（添付資料の例） 

・領収書、クレジットカードの明細 

・降車時に駅で無効印を押した切符 

・ICカード（ICOCAなど）の利用履歴を印刷したもの 
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